
第 92号議案

長岡京市助 け合い とつなが りのまちづ くり条例の制定について

長岡京市助け合いとつながりのまちづくり条例を別紙のとお り制定するもの

とする。

令和 4年 12月 5日 提出

長岡京市長  中小路 健 吾

(提案理由)

市制施行 50周年に合わせ、助け合いとつながりによる安心・安全で住み

よい長岡京市を未来に引き継 ぐため、条例を制定する必要があるので提案す

る。



長岡京市助け合いとつなが りのまちづくり条例

長岡京市は、長い歴史 と伝統、豊かな自然、そ して交通の利便性にも恵まれ、「住みよ

いまち」として発展を遂げてきました。 この先人が築き上げてきた 「住みよさ」を未来に

引き継いでいくためには、多様化する市民ニーズや地域課題、自然災害等に対応 した「助

け合いとつなが り」によるまちづくりが必要です。それには、市の活動だけではなく、市

民のみなさんによる地域の支え合いが重要です。

本市ではこれまで、多くの市民、地縁団体、市民活動団体・非営利団体、事業者等が活

発な活動を展開し、市 と連携 して、ともにまちづくりを進めてきた歴史があります。また、

近年では、必ず しも組織・団体に属することなく、その時々の活動テーマに共感 した人た

ちが自由に参加するコミュニティ活動も展開される等、未来のまちづくりを担 う新 しい息

吹が芽生えつつあります。

こうした支え合いの活動が活発であることは、長岡京市が誇れる財産の一つです。

一方、本市でも価値観の多様化や高齢化等社会情勢の変化による自治会加入率の減少に

見られるように、地域におけるつなが りが希薄になりつつあります。また、若い世代の参

加の少なさが課題 となっている市民活動団体もあります。こうした活動が続いていくため

には、改めて、まちづ くりの担い手をみんなで育てる必要があります。

ここに、私たちは、地域における助け合いとつなが りの必要性について認識を深め、全

ての市民がまちづくりの主役 とな り、互いの意思を尊重 しながら協力・連携 して「安心・

安全で住みよい、いきいきと暮 らせるまちづくり」を進めていくために、この条例を制定

します。

(目 的)

第 1条 この条例は、次に掲げる事項を定めることにより、助け合いとつなが り (共助及

び協力・連携)によるまちづ くりを進めることを目的とします。

(1)ま ちづ くりにおいて、市民、地縁団体、市民活動団体・非営利団体、コミュニティ

活動参加者及び事業者 (以下「市民等」 といいます。)に期待すること及び市のすべ

きこと。

(2)ま ちづくりの担い手たちが協力・連携する仕組み

(3)市民等がまちづ くりの担い手として活動 しやすい環境づ くり

(定義 )

第 2条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よります。

(1)ま ちづくり 安心・安全で住みよい、いきいきと暮 らせるまちをつくること。

(2)市民 市内に住む人、学ぶ人、働 く人、活動をする人等

{3}地縁団体 自治会、地域コミュニティ協議会、自主防災会、町内会等地域のつなが

り (地縁)で活動する団体



四 市民活動団体・非営利団体 子育て、福祉、環境等様々な目的を掲げて公益的なま

ちづくり活動をする各種団体

(5)‐ コミュニティ活動参加者 必ず しも組織又は団体に属することなく、様々なテーマ

及び目的に共感 してまちづくり活動に参加する人

(6)事業者 市内で事業を営む法人又は個人

(基本理念)                               ・

第 3条 市民等及び市は、助け合いとつなが りによるまちづくりを進めるため、次に掲げ

る事項を基本理念 とします。

(1)地域のつなが りを深め、 日々を安心・安全に暮 らせるまち

(2)市民等の自主的な活動が尊重され活力のあるまち

(3)多様な主体の協力・連携が図られているまち

(地域における共助及び協力・連携 )

第 4条 まちづくりに必要不可欠な・「自助、共助及び公助」の うち、地域において互いに

助け合 う共助をまちづ くりの基盤 として位置付け、次に掲げる事項を基本 とします。 `

(1)市民等がそれぞれ地域の状況に向き合い、協力 0連携することを目指 します。

(2)各種の活動を進めるに当たっては、次世代を担 う子 ども及び若い世代の参加を大切

にします。

(市民に期待すること)   :

第 5条 全ての市民は、まちづくりの重要な担い手であり、次に掲げることを期待 します。

(1)地域に関心を持ち、自分のこととして考え、話 し合い、行動するよう努めること。

(2)共感できる活動又は団体に参加するよう努めること。

.(3)地
縁団体、市民活動団体等 とコミュニケーションを図 り、情報を得るよう努めるこ

と。         1・                          1    ・

(自 治会に期待すること)

第 6条 地域住民によつて結成 され、自主的に運営される自治会は、コミュニティ形成の

担い手であり、次に掲げることを期待 します。

(1)地域に住む人 と人 とをつなぎ、地域に関する情報を共有するよう努めること。

(2)地域の住民間の助け合いや見守 りを進め、災害時にも協力 し合える安心・安全な地

域をつくるよう努めること。                        ;

(3)自 治会活動への地域住民の共感を高め、地域の魅力を共有 し、会員の拡大に取 り組

むよう努めること。                        ・

に)必要に応 じて市又は他のまちづくりの担い手と協力・連携 し、地域の暮 らしの向上

を図るよう努めること。 ::‐ ■‐    ′ .―  :‐            ・

(地域コミュニティ:協議会に期待すること)・    _・ 1'I● : :    ■

第 7条 地域コミュニティ協議会は、地域住民によつて設立され、運営される概ね小学校



区単位の自主的な地縁団体であり、次に掲げることを期待 します。

(1)地域に住む人 と人 とをつなぎ、地域コミュニティに関する情報を共有するよう努め

ること。

(2)自 治会単位 よりも広域的な活動に取 り組むよう努めること。

(3)校 区内におけるまちづくりの担い手が協力・連携するきっかけをつくり、まちづく

りの担い手の拡大につなげるよう努めること。

四 必要に応 じて市又は他のまちづくりの担い手と情報交換 し、協力・連携するよう努

めること。

(市民活動団体・非営利団体及びコミュニティ活動参加者に期待すること)

第 8条 市民活動団体・非営利団体及びコミュニティ活動参加者には、次に掲げることを

期待 します。

(1)活動を通 して、市民生活の向上に貢献するよう努めること。

{2)必要に応 じて市又は他のまちづくりの担い手と協力・連携 し、まちづくりに貢献す

るよう努めること。

(事業者に期待すること)

第 9条 事業者には、次に掲げることを期待 します。             ..:
(1)営利事業を含めた自らの活動を通 じ、事業者の特性を生かして、市民生活の向上に

貢献するよう努めること。

(2)必要に応 じて市又は他のまちづくりの担い手と協力・連携 し、まちづ くりに貢献す

るよう努めること。

(市のすべきこと)

第 10条  この条例に定めるまちづくりに関 し、市のすべきことは次のとお りとします。

(1)市民等の自主的活動を尊重すること。

{2)市民等に期待することが推進 されるように、必要な支援を行 うこと。

(3)市民等 との対話を積極的に行 うこと。

に)ま ちの課題に対する未来像を提示すること。

(情報の共有)

第 11条 共助及び協力・連携を進めるためには、市と市民等 との情報の共有が不可欠で

あり、情報の共有を進めるため市が取 り組むべきことと市民等に期待することは次のと

お りとします。

(1)市は、市政運営の透明性を確保するとともに、市政情報を市民等 と共有するため、

次のことを進めます。

ア 市の活動について市民等に説明すること。

イ 市政情報を積極的に提供 し、及び公開すること。

ウ 市政情報の提供及び公開に当たり、部局横断的な対応に努めること。



工 市民等に情報をより伝えるため、広報紙をはじめ様々な方法を積極的に取 り入れ

ること。

オ 誰一人取 り残 さない情報提供を心掛けること。

(2)市民等には、次のことを期待 します。

ア 自らの活動の情報発信に努めること。

イ 市政情報を積極的に入手するよう努めること。

(多様な市民等 と市がまちづ くりを考える場 )

第 12条 市は、この条例の理念の実現を図るため、多様な市民等 と市が一緒にまちづく

りを考える場 (以下 「考える場」といいます。)を設置することとし、その運営に当た

っては次に掲げる事項に留意するものとします。

(1)年齢、性別、職業、居住地域等多様な市民等が意見交換及び交流する場 とします。

(2)住民基本台帳法 (昭和 42年法律第 81号)第 5条の住民基本台帳により無作為に

抽出した中から参加を希望する市民を参加者 とします。

(3)必要に応 じて、前号の市民以外の市民等も参加することができるものとします。

四 地域における特定の活動等には参加 していない、又は地域における会議等で発言す

る機会の少ない市民も、積極的に参加できる場 となるよう工夫 します。

(5)考える場での議論の内容は、市民等と共有できるよう、市のホームページ等で公開

します。

2 市は、この取組を通 じ、市民等の参加者から活動の新たな担い手が生まれることを期

待 します。

(助 け合いとつなが り推進月間)

第 13条  この条例の内容をより多くの市民等が共有 し、みんなで 「助け合いとつなが り

による安心・安全で住みよい、いきいきと暮 らせるまちづくり」を進めるため、毎年 10

月を「長岡京市助け合いとつなが り推進月間」と定めます。

(委任 )

第 14条  この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定め

ます。

附 則

この条例は、令和 5年 1月 1日 から施行 します。


